
１９年度 ２０年度

国

工賃倍増計画の各地域
の事例を元に、他地域
へノウハウを提供する

地域の企業グループや
労働行政とネットワーク
を構築し、当該ネットワ
ークが中心となり工賃
倍増計画を策定

都
道
府
県

事
業
所

円卓会議等の場を利
用し、障害者に対す
る企業からの仕事の
発注を奨励する仕組
みを紹介すると共に、
工賃倍増計画の内容
における助言を行う

先進事例の収集を
図り、広く公表する
等の情報提供を実
施

工賃倍増５か年計
画の実施
①事業所の取組を
サポート

②平成１９年度の
取組内容の点検
→課題の抽出

事
業
所
職
員
、
利
用
者
、
保
護
者
の
意
識
改
革

平成１９年度に
策定した工賃
倍増計画を、
より実態に即
した内容に見
直し

見直した工賃
倍増計画に
基づき事業を
実施

２１年度 ２２年度 ２３年度１８年度
工賃水準ステップ
アップ事業実施

就
労
支
援
に
関
わ
る
職
員
、
利
用
者
、
保
護
者
の

意
識
改
革

工賃倍増達成
準備期間

準備期間

準備期間

事業実施

事業実施

事業実施

先行スタート

前期スタート

後期スタート

授産施設に経営
コンサルタントを
派遣し、経営改
善を図るモデル
事業

実施結果を検
証し、１９年度
の事業に反映

各都道府県
の進捗状況
を調査

各都道府県
の進捗状況
を調査すると
共に遅れてい
る地域の後
押しを実施

工
賃
倍
増
計
画
に
基
づ
き
引
き
続
き
事
業
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
事
業
内
容
の
検
証
を
行
い
、

今
後
の
工
賃
水
準
向
上
に
結
び
つ
け
る

「工賃倍増５か年計画」のイメージ



関係者の意識改革

工賃倍増実施施設
（ＰＤＣＡサイクルの確立）

未
実
施
施
設

学習

派遣依頼 経営コンサルタント
（企業ＯＢ）

サポート

都道府県
（工賃倍増５か年計画の策定）

支援

事業実施
申請

アドバイス等

説明会
の実施

国

企業

受入企業
の開拓

「工賃倍増５か年計画」推進イメージ

（企業）施設職員の受入
（施設）職員の派遣



就労移行支援事業 就労継続支援A型事業 就労継続支援B型事業

事
業
内
容

定められた期間（2年）
内に障害者に適切な訓
練を施し企業就労に結
びつけるための支援を行
う

障害者と雇用契約を結
び、生産活動の機会の
提供と能力向上のための
支援を行う

障害者に生産活動の機
会を提供し、能力向上の
ための支援を行う

対
象
者

65歳未満の就労を希望
する障害者

雇用契約に基づく就労は
可能だが、企業に雇用さ
れることが困難な障害者

企業での就労ならびにA
型施設への通所が困難
な障害者

問
題
点

• 訓練だけに終わる可
能性あり

• 障害者の施設間たら
い回しの可能性

• 最低賃金の支払義
務により職員が疲弊

• 給付費を利用者の賃
金に充当させる

• 給付金目当ての企業
の参入を招く

• 低い障害者工賃
（14,000円程度）

• 就労と訓練の境界が
曖昧

就労に関する障害者支援制度



職員給与 11,200,000 補助金収入 1,200,000

利用者工賃 2,650,000 就労事業収入 4,800,000

その他人件費 2,600,000 給付費収入 22,000,000

その他経費 8,679,934 利用者負担金 30,000

当期利益 2,970,066 雑収入 70,000

28,100,000 28,100,000

ある福祉施設の損益計算書

費用 収益

社会会計上は2000万円の赤字！



厚労省：政策上の矛盾
社会援護局
障害福祉課
• 障害者施設を所掌
• B型施設の工賃倍増計画を
策定
（そのために）
• 施設は生産性の高い障害
者を囲い込む

職業安定局
障害者雇用対策課
• 企業就労を所掌
• 障害者雇用促進策（法定
雇用率等）を推進
（そのために）
• 企業は一般就労可能な障
害者を雇いたい

両立が困難

旧厚生省と
旧労働省の壁



A氏 B氏 C氏
魚1t生産に要する時間 2時間 6時間 6時間
肉1t生産に要する時間 3時間 4時間 4時間

自給自足（均等生産になるよう20時間を配分）のとき
魚の生産量（消費量） 4t (8h) 2t (12h) 2t (12h)

肉の生産量（消費量） 4t (12h) 2t (8h) 2t (8h)

相対的に得意なものに特化して生産
魚の生産量 10t 0t 0t

肉の生産量 0t 5t 5t

魚1t対肉1tで交換して消費
魚の消費量 5t 2.5t 2.5t
肉の消費量 5t 2.5t 2.5t

比較優位の原則
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※24年までは56～100人未満 ※24年までは56～100人未満
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 （2）企業規模別実雇用率 
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A部 B部 C部

株式会社X

清掃

シュレッダー

メール分別

仕事切り出し型



A部 B部 C部

株式会社X

清掃

シュレッダー

メール分別

仕事切り出し型



A部 B部 C部

株式会社X

清掃
シュレッダー
メール分別

特例子会社

仕事切り出し型



A部 B部 C部

株式会社X

清掃
シュレッダー
メール分別

特例子会社

仕事切り出し型

法定雇用率達成



内部取り込み型

清掃
P社

R社

Q社
シュレッダー

メール分別

株式会社X

発注



内部取り込み型

特例子会社
本社

清掃

メール分別
シュレッダー

株式会社X



内部取り込み型

特例子会社
本社

株式会社X

清掃

メール分別
シュレッダー

法定雇用率達成



A社 B社 C社

持ち株会社X

業務2

業務3

グループ適用

業務1



A社 B社 C社

持ち株会社X

業務2

業務3

グループ適用

業務1



業務3

A社 B社 C社

持ち株会社X

グループ適用

業務2
業務1

特例子会社



業務3

A社 B社 C社

持ち株会社X

グループ適用

業務2
業務1

特例子会社

グループ全体として
法定雇用率達成



雇用納付金制度のしくみ

障害者雇用率＝

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数
＋失業している身体障害者及び知的障害者の数

常用労働者＋失業者

法定雇用率設定基準

障害者雇用率＝

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数
＋失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数

常用労働者＋失業者



法定雇用率

雇用納付金制度のしくみ

調整金

納付金

達成企業

未達成企業



法定雇用率

達成企業

未達成企業

雇用納付金制度のしくみ
障害者雇用が進むと・・・

調整金

納付金



法定雇用率

雇用納付金制度のしくみ

納付金

調整金

達成企業

未達成企業



法定雇用率

調整金

達成企業

未達成企業

雇用納付金制度のしくみ
納付金が足りない！

納付金



調整金

達成企業

未達成企業

雇用納付金制度のしくみ

納付金

法定雇用率

法定雇用率を上げる



法定雇用率

達成企業

未達成企業

雇用納付金制度のしくみ

納付金

調整金

法定雇用率を上げる



法定雇用率

雇用納付金制度のしくみ
法定雇用率を上げる

2018年度には精神障害者の雇用義務が発生することから
法定雇用率は改定されることが予想されている

納付金

調整金

達成企業

未達成企業
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事業案内

事業案内TOP

障がい者雇用支援サービス

全般的なお悩みに関して

わーくはぴねす農園

特例子会社設立に関する

コンサルティング

助成金コンサルティング

障がい者就労支援

事業案内

働く障がい者がイキイキと働き、会社としても前向きな障がい者雇用を推進していきたいと考えてい

らっしゃる企業様と、障がいをお持ちで、会社に貢献しながら、自分もイキイキと社会で働いていきた

いと考えていらっしゃる方々、両者さまが結びつくようにエスプールプラスは全力で支援いたします。

HOME > 事業案内 > 事業案内TOP

会社概要

企業理念

事業案内

障がい者雇用支援サービス

• 全般的なお悩みに関して

• わーくはぴねす農園

• 特例子会社設立に関するコンサ

ルティング

• 助成金コンサルティング

障がい者就労支援

ニュース・セミナー

採用・求人情報

お問合せ

企業様向けお問合せ

障がい者様向けお問合せ

土地募集に関するお問合せ

社会貢献での土地の有効活用を

お考えの方へ

個人情報保護方針

個人情報の取扱いについて

Copyright© S-Pool Plus, Inc. All Rights Reserved

クエリ送信

1/1ページ事業案内TOP | 事業案内 | 株式会社エスプールプラス

2017/04/18https://plus.spool.co.jp/service/

Takanobu
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Takanobu
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事業案内

事業案内TOP

障がい者雇用支援サービス

全般的なお悩みに関して

わーくはぴねす農園

特例子会社設立に関する

コンサルティング

助成金コンサルティング

障がい者就労支援

障がい者雇用支援サービス

障がい者雇用の努力をしているにも関わらず、「障がい者に適した仕事が見つからない」、「採用がう

まく進まない」、「採用したものの定着化しない」といった多くの声を、経営者や人事担当者の皆様か

ら耳にします。

私たちエスプールプラスでは、「一人でも多くの障がい者雇用を創出し、社会に貢献する」という企業

理念のもと、障がい者の適性に合わせた職場環境の整備から、事前の職業訓練、採用・定着の支援まで

をトータルでサポートいたします。

障がい者雇用でお困りの全ての企業の皆様に、障がい者が「楽しくやりがいをもってイキイキと働く」

ことができる職場づくりを支援いたしますので、ご遠慮なくご相談下さい。

サービスメニュー

HOME > 事業案内 > 障がい者雇用支援事業

会社概要

企業理念

事業案内

障がい者雇用支援サービス

• 全般的なお悩みに関して

• わーくはぴねす農園

• 特例子会社設立に関するコンサ

ルティング

• 助成金コンサルティング

障がい者就労支援

ニュース・セミナー

採用・求人情報

お問合せ

企業様向けお問合せ

障がい者様向けお問合せ

土地募集に関するお問合せ

社会貢献での土地の有効活用を

お考えの方へ

個人情報保護方針

個人情報の取扱いについて

Copyright© S-Pool Plus, Inc. All Rights Reserved

クエリ送信
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事業案内

事業案内TOP

障がい者雇用支援サービス

全般的なお悩みに関して

わーくはぴねす農園

特例子会社設立に関する

コンサルティング

助成金コンサルティング

障がい者就労支援

わーくはぴねす農園

退職率5％未満、知的障がい者がイキイキと働く農園

「安全・清潔」をモットーに、知的障がい者が長期的に安心して就業できる環境を整備。ご利用

企業は農業の経験や知的障がい者の雇用管理ノウハウがなくても、当社が農業及び障がい者の定

着サポートをすることで、比較的容易に知的障がい者を雇用することができます。6年間での退

職率は5％未満です。また、各企業が必ず配置する農園責任者は、近隣の定年退職者や、自社の

再雇用としても雇用ができるため、シニア雇用の活性化につながっています。 

【業界・業種を問わず、上場企業、有名企業など約100社にご利用頂いております】

収穫物を福利厚生として従業員に配布することで、業界を問わずサービスを利用することができ

ます。また、当社の農園長が農園の全体管理や農業サポートを行いますので、農業が初めての企

業でも問題ありません。

現在のご利用企業は、機器や製薬といったメーカー、証券、ＩＴ、小売・卸売のアパレルや飲食

業、各種サービス、ホテル・旅行等々　業種業界の偏りはなく、会社規模も従業員数が60名規

模の中小企業から、数万人の日本の基幹産業を支える大手メーカーまで、多岐に渡っています。

現在、500名弱の障がい者が農園にて就業をしております（2017.2.5時点）。農園は千葉県・

愛知県にて展開しておりますが、東京の企業様を中心に全国各地の企業様にご利用頂いておりま

す。

[申込から稼動まで最短2カ月]

雇用環境の創出から、採用・定着までをワンストップで支援。

HOME > 事業案内 > わーくはぴねす農園

クエリ送信
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A社

業務2

業務3

業務1

B社

業務2

業務3

業務1

C社

業務2

業務3

業務1

「みなし雇用」のしくみ



「みなし雇用」のしくみ

A社

業務2

業務3

業務1

B社

業務2

業務3

業務1

C社

業務2

業務3

業務1

業務1専門A型事業所

業務2専門A型事業所

業務3専門A型事業所

発注



「みなし雇用」のしくみ

A社 B社 C社
業務1専門A型事業所

業務2専門A型事業所

業務3専門A型事業所

発注

法定雇用率カウント



「みなし雇用」の利点
•雇用と福祉の切り分け

• A型は障害者支援、企業は仕事に集中
•雑用の本業化

• キャリア形成が可能
• A型事業所の経営改善

• 職員が営業から解放される
•市場メカニズムの活用

• A型事業所間での競争が働く
•生産性の向上

• 無駄な間接業務を作り出す必要がなくなる



　なかじま・たかのぶ　
年生まれ。慶大博士。
専門は応用経済学、経済
学の実証分析

法
定
雇
用
率
の
一
部
に
算
入

　
今
年
６
月
に
閣
議
決
定
し
た

「
日
本
再
興
戦
略
２
０
１
６
」
は

「
多
様
な
働
き
手
の
参
画
」
の
ひ

と
つ
と
し
て
「
障
害
者
の
活
躍
促

進
」
を
掲
げ
、
２
０
２
０
年
ま
で

に
民
間
企
業
に
よ
る
障
害
者
の
実

雇
用
率
を
２
％
に
引
き
上
げ
る
と

し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
の
発
表

に
よ
れ
ば

年
の
実
雇
用
率
は
１

・

％
、
雇
用
者
数
は

万
３
０

０
０
人
で
あ
る
。
目
標
が
達
成
さ

れ
れ
ば
障
害
者
雇
用
は
さ
ら
に
３

万
人
程
度
増
え
る
計
算
に
な
る
。

　
障
害
者
雇
用
に
追
い
風
が
吹
い

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ

の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
雇
用
さ
れ

て
い
る
障
害
者
の
７
割
以
上
を
占

め
る
身
体
障
害
者
の
高
齢
化
で
あ

る
。
今
後

年
以
内
に
相
当
数
の

退
職
者
が
見
込
ま
れ
る
一
方
、
若

年
の
身
体
障
害
者
は
近
年
重
度
化

し
つ
つ
あ
り
雇
用
の
伸
び
は
鈍
化

し
て
い
る
。
つ
ま
り
雇
用
率
を
上

げ
る
に
は
知
的
障
害
者
や
精
神
障

害
者
で
の
雇
用
者
確
保
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
障
害

者
の
法
定
雇
用
率
引
き
上
げ
の
動

き
だ
。「
障
害
者
雇
用
促
進
法（
以

下
、
雇
用
促
進
法
）
」
は
、
民
間

企
業
に
対
し
、
常
用
労
働
者
の
２

％
に
あ
た
る
障
害
者
を
雇
用
す
る

よ
う
定
め
て
い
る
。
厚
労
省
が
こ

の
率
の
引
き
上
げ
を
検
討
し
て
い

る
背
景
に
は
、
全
国
で
３
０
０
万

人
以
上
と
も
い
わ
れ
る
精
神
障
害

者
の
存
在
が
あ
る
。
民
間
企
業
に

就
労
し
て
い
る
精
神
障
害
者
は
３

万
５
０
０
０
人
に
す
ぎ
ず
、
対
応

が
遅
れ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。

　
障
害
者
雇
用
は
、
雇
用
促
進
法

の
施
行
以
来
、
一
貫
し
て
増
加
傾

向
に
あ
り
、
同
法
の
果
た
し
て
き

た
役
割
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
一
方
、
厚
労
省
の
施
策
に
問

題
点
も
あ
る
。

　
そ
の
ひ
と
つ
は
、
同
法
の
運
用

を
定
め
た
「
障
害
者
雇
用
納
付
金

制
度
」
の
抱
え
る
矛
盾
で
あ
る
。

同
制
度
を
運
営
す
る
独
立
行
政
法

人
「
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用

支
援
機
構
」
は
、
法
定
雇
用
率
に

達
し
な
い
企
業
か
ら
不
足
す
る
障

害
者
１
人
に
つ
き
月
額
５
万
円
の

納
付
金
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
原
資

と
し
て
達
成
企
業
に
１
人
あ
た
り

月
額
２
万
７
０
０
０
円
の
調
整
金

を
支
給
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
障
害
者
雇
用
が
増
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
納
付
金
の
減

少
と
調
整
金
の
増
加
を
意
味
す
る

た
め
、
同
制
度
の
収
支
を
赤
字
化

さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
制
度
を

維
持
す
る
に
は
未
達
成
企
業
の
存

在
が
不
可
欠
で
あ
り
、
企
業
が
障

害
者
を
雇
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
法

定
雇
用
率
も
上
げ
て
い
か
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
点
は
、
民

間
企
業
に
お
け
る
障
害
者
の
業
務

内
容
で
あ
る
。

　
近
年
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
、
清

掃
、
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
、
メ
ー
ル
便

仕
分
け
な
ど
の
間
接
業
務
に
知
的

障
害
者
が
従
事
す
る
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
そ
し
て
短
期
間
で
法
定
雇
用

率
を
ク
リ
ア
し
た
い
と
考
え
る
企

業
の
な
か
に
は
、
子
会
社
を
設
立

し
、
そ
こ
に
障
害
者
を
雇
い
入
れ

て
社
内
の
雑
務
を
も
っ
ぱ
ら
引
き

受
け
て
も
ら
う
と
い
う
手
段
を
と

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
雇
用
促
進
法

は
こ
う
し
た
「
特
例
子
会
社
」
で

働
く
障
害
者
を
企
業
グ
ル
ー
プ
の

雇
用
率
に
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
と
し

て
い
る
か
ら
だ
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
障
害
者

雇
用
の
形
態
は
、
法
定
雇
用
率
の

引
き
上
げ
局
面
で
新
た
な
問
題
を

引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
。な
ぜ
な
ら
、

よ
り
多
く
の
障
害
者
を
雇
う
た
め

に
は
間
接
業
務
を
増
や
す
必
要
が

あ
り
、
そ
れ
は
企
業
の
効
率
的
経

営
に
相
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
特
例
子
会

社
で
は
、
障
害
者
に
支
払
う
給
与

な
ど
の
経
費
に
一
定
の
利
益
を
載

せ
た
額
を
親
会
社
に
請
求
す
る
と

い
う
「
総
括
原
価
方
式
」
を
採
用

し
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
コ

ス
ト
意
識
が
働
き
に
く
い
。一
方
、

そ
れ
を
避
け
よ
う
と
合
理
化
す
れ

ば
、
障
害
者
雇
用
が
減
り
法
定
雇

用
率
を
達
成
で
き
な
く
な
る
と
い

う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。

　
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
に
は
市

場
経
済
の
し
く
み
を
取
り
入
れ
る

の
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
福
祉
的
配
慮
を
必
要
と
す
る

障
害
者
の
場
合
、
単
純
に
市
場
原

理
を
あ
て
は
め
る
だ
け
で
は
不
十

分
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
提
案
し
た
い

の
が
、
障
害
者
施
設
の
ひ
と
つ
で

あ
る
「
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業

所
（
以
下
、
Ａ
型
事
業
所
）
」
を

活
用
す
る
「
み
な
し
雇
用
制
度
」

と
い
う
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
シ
ス
テ

ム
の
導
入
で
あ

る
。

　
Ａ
型
事
業
所

と
は
、
障
害
者

と
雇
用
契
約
を
結
び
、
就
労
に
役

立
つ
知
識
や
能
力
の
向
上
の
た
め

訓
練
な
ど
の
支
援
を
行
う
施
設
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
最
低

賃
金
以
上
の
給
与
の
支
払
い
が
保

障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
は
Ａ
型
事
業
所
に
と

っ
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
実

際
、
施
設
職
員
の
多
く
は
福
祉
の

専
門
家
で
あ
り
、
必
ず
し
も
民
間

企
業
で
の
就
労
経
験
が
豊
富
と
は

い
え
な
い
。
そ
う
し
た
職
員
が
売

り
上
げ
を
増
や
す
べ
く
日
々
奔
走

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
大
量
の
注
文
が
入
っ
て

手
が
足
り
な
く
な
る
と
、
支
援
者

の
立
場
で
あ
る
べ
き
施
設
職
員
が

障
害
者
の
作
業
を
直
接
手
伝
う
こ

と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
売
り
上
げ

が
思
わ
し
く
な
い
と
き
、
就
労
支

援
に
使
わ
れ
る
べ
き
行
政
か
ら
の

給
付
金
を
障
害
者
の
給
与
に
回
し

て
い
る
事
業
所
も
あ
る
。

　
み
な
し
雇
用
制
度
の
要
点
は
、

民
間
企
業
が
Ａ
型
事
業
所
に
業
務

を
発
注
し
た
場
合
、
そ
の
金
額
に

応
じ
て
障
害
者
雇
用
率
に
カ
ウ
ン

ト
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
企
業
が
オ

フ
ィ
ス
清
掃
な
ど
を
Ａ
型
事
業
所

に
委
託
し
た
さ
い
、
そ
の
委
託
費

が
充
当
す
る
障
害
者
給
与
の
人
数

分
を
企
業
の
障
害
者
雇
用
だ
と
み

な
す
の
で
あ
る
（
図
参
照
）
。

　
こ
の
制
度
の
最
大
の
利
点
は
、

障
害
者
の
仕
事
が
「
本
業
化
」
す

る
こ
と
だ
。
Ａ
型
事
業
所
が
障
害

者
の
作
業
効
率
を
向
上
さ
せ
れ

ば
、
よ
り
多
く
の
企
業
か
ら
の
注

文
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
規
模

の
経
済
性
の
働
き
に
よ
っ
て
さ
ら

に
生
産
性
が
向
上
す
る
と
い
う
好

循
環
を
生
む
だ
ろ
う
。
職
員
は
慣

れ
な
い
営
業
活
動
の
負
担
が
減

り
、
本
来
の
障
害
者
支
援
の
業
務

に
集
中
で
き
る
。
そ
し
て
な
に
よ

り
、
Ａ
型
事
業
所
間
で
の
競
争
を

通
じ
て
、
障
害
者
の
さ
ら
な
る
能

力
開
発
も
期
待
で
き
る
。

　
み
な
し
雇
用
制
度
の
も
う
ひ
と

つ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
精
神
障
害
者

の
雇
用
促
進
に
も
つ
な
が
る
点
で

あ
る
。
企
業
に
と
っ
て
精
神
障
害

者
を
雇
う
上
で
の
最
大
の
ネ
ッ
ク

は「
体
調
の
波
」の
存
在
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
企
業
が
体
調
の
変
化

を
察
知
し
、
事
前
に
手
を
打
て
ば

問
題
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
福

祉
的
配
慮
は
施
設
職
員
に
比
較
優

位
が
あ
る
。
そ
の
点
、
み
な
し
雇

用
で
あ
れ
ば
、
障
害
者
の
体
調
管

理
は
施
設
の
責
任
と
な
る
た
め
、

企
業
の
負
担
は
か
な
り
軽
減
さ
れ

る
は
ず
だ
。

　
こ
の
制
度
の
導
入
に
は
反
対
意

見
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
企
業
の
社

会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
と
し
て
の

障
害
者
雇
用
を
Ａ
型
へ
の
発
注
で

代
用
さ
せ
る
の
は
責
任
の
回
避
で

は
な
い
か
と
い
う
指
摘
だ
。

　
確
か
に
、Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
は「
人
権
」

と
「
雇
用
慣
行
」
が
含
ま
れ
、
そ

れ
は
当
然
な
が
ら
障
害
者
に
も
あ

て
は
ま
る
。そ
し
て
、国
連
の「
障

害
者
権
利
条
約
」
批
准
を
受
け
て

今
年
の
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
た

「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
を
踏
ま

え
れ
ば
、
企
業
に
は
働
く
能
力
の

あ
る
障
害
者
を
差
別
せ
ず
に
雇
用

す
る
責
任
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
以
下

の
よ
う
な
案
が
考
え
ら
れ
る
。
仮

に
法
定
雇
用
率
が
こ
の
さ
き
２
・

５
％
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
想

定
す
る
な
ら
ば
、
常
用
労
働
者
千

人
以
上
の
民
間
企
業
に
は
２
％
ま

で
障
害
者
の
直
接
雇
用
を
義
務
づ

け
、
そ
れ
を
超
え
る
０
・
５
％
分

に
つ
い
て
は
、
み
な
し
雇
用
の
利

用
を
認
め
る
。
そ
し
て
千
人
未
満

の
民
間
企
業
は
、
み
な
し
雇
用
で

２
・
５
％
す
べ
て
を
充
当
し
て
も

よ
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
千
人
以
上
の
企
業
の
実

雇
用
率
は
２
％
を
上
回
っ
て
い
る

も
の
の
、
企
業
規
模
が
小
さ
く
な

る
に
つ
れ
率
は
下
が
る
傾
向
に
あ

る
。
規
模
の
小
さ
い
企
業
ほ
ど
障

害
者
向
け
の
間
接
業
務
の
切
り
出

し
が
難
し
い
た
め
だ
。

　
現
行
制
度
の
も
と
で
の
法
定
雇

用
率
の
拙
速
な
引
き
上
げ
は
、
資

源
配
分
を
ゆ
が
ま
せ
、
か
え
っ
て

障
害
者
と
企
業
双
方
に
不
利
益
を

も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
み
な
し
雇

用
制
度
の
よ
う
な
既
存
の
福
祉
施

設
を
有
効
活
用
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
な
手
法
の
導
入
が
望
ま
れ
る
。

　
中
島
　
隆
信
　
　
慶
応
義
塾
大
学
教
授

現
在
の
法
定
雇
用
率
の
制
度
は
矛
盾
を
抱
え
る

雇
用
率
引
き
上
げ
な
ら
間
接
業
務
増
や
す
必
要

状
況
打
開
へ
市
場
経
済
の
し
く
み
取
り
入
れ
を

2016年11月3日付



配慮を考える

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
（平成 25 年法律第 65 号）

第 8条　事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として
障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者
の権利利益を侵害してはならない。
2　事業者はその事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障
壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合におい
て、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益
を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障
害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合
理的な配慮をするように努めなければならない。



機能不全



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

職務遂⾏能⼒のある完全無⽋の健常者

職務遂⾏能⼒のある
障害者

職務遂⾏能⼒のない
障害者

職務遂⾏能⼒はあるが
機能不全を抱える健常者

職務遂⾏能⼒のない
機能不全を抱える健常者



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

職務遂⾏能⼒のある完全無⽋の健常者

職務遂⾏能⼒のある
障害者

職務遂⾏能⼒のない
障害者

職務遂⾏能⼒はあるが
機能不全を抱える健常者

職務遂⾏能⼒のない
機能不全を抱える健常者

配
慮
の
必
要
な
⼈
た
ち



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務あり 配慮義務なし



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務なし

間接差別の可能性

配慮義務あり



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務なし

障害の範囲が拡⼤すると・・・

配慮義務あり



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務あり 配慮義務なし



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務なし

配慮義務は拡⼤する

配慮義務あり



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務なし

職務遂⾏能⼒の範囲を広げると・・・

配慮義務あり



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務あり 配慮義務なし



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務なし

配慮義務はさらに拡⼤する

配慮義務あり



障害と認められない
機能不全

障害と認められる
機能不全

職務遂⾏能⼒あり

配慮義務なし

間接差別の可能性は下がる

配慮義務あり



障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、
事業主が講ずべき措置に関する指針

（概要）

（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 障害者であることを理由とする差別（直接差別）を禁止。
（車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの利用を理由とする不当な不利益取扱いを含む）

○ 事業主や同じ職場で働く者が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。

差別禁止指針

（２）差別の禁止

○ 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障害者を排除する
ことや、障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが、差別に該当するとして整理。

例：募集・採用

イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。
ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。

○ ただし、次の措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。

・ 積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。
・ 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果、異なる取扱いを行うこと。
・ 合理的配慮の措置を講ずること。 など

Takanobu
ハイライト表示



（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

合理的配慮指針
雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保
又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を

改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針
（概要）

（２）合理的配慮の内容

○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。

（別表の記載例）

【募集及び採用時】
・ 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害）
・ 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害） など

【採用後】
・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由）
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害）
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか） など

Takanobu
ハイライト表示



（４）過重な負担

○ 合理的配慮の提供の義務は、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除く。
事業主は、過重な負担に当たるか否かについて、次の要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。

① 事業活動への影響の程度、 ②実現困難度、 ③費用・負担の程度、

④ 企業の規模、 ⑤企業の財務状況、 ⑥公的支援の有無

○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を障害者に説明する。その場合でも、事業主は、
障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の措置を講ずる。

（３）合理的配慮の手続

○ 募集・採用時 ： 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。
採 用 後 ： 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。

○ 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。

○ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由（「過重な負担」にあたる場合は、その旨及び
その理由）を障害者に説明する。採用後において、措置に一定の時間がかかる場合はその旨を障害者に説明する。

※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。

（５）相談体制の整備

○ 事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護するために
必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。

〇 事業主は、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて、労働者に周知する。

など



厚労省の対応を考える

障害者雇用促進法の一部を改正する法律

第 34条　事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に
対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

第 35条　事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施
設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理
由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなら
ない。

第 36条　厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、
事業主が適切に対処するために必要な指針（次項において「差別
の禁止に関する指針」という。）を定めるものとする。



間接差別の定義
• 業務内容と直接関係ない機能不全を理由とした差別

間接差別の事例
• IT業務に応募した外国人労働者に日本史の試験をする
• 会計業務に応募した身体障害者に身体能力の試験をする

次の事例は間接差別といえるか
• IQが低いことを理由に知的障害者を雇わない
• 長時間労働が無理なことを理由に精神障害者を雇わない
• 空気が読めないことを理由にIQ200の発達障害者を雇わない
• 残業ができないことを理由に子どものいる女性を登用しない
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